
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の成立について 

 

本日、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が成立しました。 

議員立法の実現にご尽力いただいた国会の皆様をはじめ関係の皆様には、

全国各地の過疎地域に足を運び、現場の声をしっかりと汲み取っていただき

ました。 

新たな過疎法は、人口減少・少子高齢化をはじめとする課題先進地である

過疎地域の持続的発展に大きく貢献するものと期待しており、新たな過疎地

域の指定要件のもとで支援措置の継続・拡充が図られるとともに、いわゆる

卒業団体に対する経過措置にもきめ細かくご配慮をいただくなど、関係の皆

様に心から感謝申し上げます。 

過疎地域を取り巻く環境は、多くの地域課題とともに新型コロナ感染症と

いう未曾有の国難に直面し、極めて厳しい状況が続きますが、「東京一極集中

の是正」と「地方の活性化」を国づくりの車の両輪にして、過疎地域も含め

て国土全体を活かし切り、我が国の持続可能性を徹底的に追求し、国民の安

全安心を確固としたものにしていかなくてはなりません。 

政府におかれましては、過疎地域の持続的な発展は、我が国の今世紀を見

通して最大の課題ともいえる人口減少・少子高齢社会を克服し、自然災害や

新型コロナウイルス等の災禍に強く、持続可能な国づくりを推進するうえで

必須の取組であるとの認識のもと、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法」に基づく万全の措置を講じていただくようお願いします。 

 多様な過疎地域を抱える私たち町村は、本会が繰り返し主張するように、

我が国の文化・伝統の継承の場であるとともに、食料やエネルギーの供給、

水源かん養、国土の保全、地球温暖化の防止、都市と農山漁村の交流など、

国民生活にとって欠くことのできない重要な役割を担い続けており、新たな

過疎法による力強い支援を一層の推進力にして、持続可能な地域づくりに全

力で取り組んでまいる決意であります。 
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